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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
裏面の光源により照光可能な加飾成形品であって、
ＯＤ値が１以上３．５以下である表皮材と、任意のパターンを有する遮光層と、透明な成
形体とが順に積層され、
前記光源が点灯したときの、前記表皮材の発光部と非発光部との色差ΔＥが５０以上であ
り、前記表皮材と前記遮光層との間、または前記遮光層と前記成形体との間に不織布をさ
らに備えた、加飾成形品。
【請求項２】
前記遮光層は、遮光性を有する顔料または染料を前記不織布に含浸させて形成された、請
求項１に記載の加飾成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、加飾成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源からの光が透過することで、任意のパターンが表面に表示される加飾成形品がある
。たとえば、特許文献１には、光源１４０を内蔵する導光体１３０に、接着層１５０を介
して、皮革調の外観を有する表皮材１１０が貼り合わせられた加飾成形品１００が開示さ
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れている（図８参照）。表皮材の裏面には、任意のパターンを有する遮光層１２０が形成
されている。このような加飾成形品は、光源が点灯していないときは皮革調の外観であり
、高級感がある。また、光源が点灯したときは発光部から光が透過することによって、任
意のパターンを表示することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－０８１８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、従来のような表皮材を有する加飾成形品は、光源が点灯したとき、表皮材の表面
に任意のパターンが単に見えればよいというだけに過ぎず、表皮材の表面に任意のパター
ンをどれだけはっきりと視認できるかといった課題は未だ解決されていない。
【０００５】
本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、光源が点灯したとき、
表皮材の表面に任意のパターンをはっきりと視認できる加飾成形品を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
以下に、課題を解決するための手段として複数の態様を説明する。これら態様は必要に応
じて任意に組み合わせることができる。
【０００７】
　本発明の加飾成形品は、裏面の光源により照光可能な加飾成形品であって、
ＯＤ値が１以上３．５以下である表皮材と、任意のパターンを有する遮光層と、透明な成
形体とが順に積層され、
光源が点灯したときの、表皮材の発光部と非発光部との色差ΔＥが５０以上である。
【０００８】
　表皮材と遮光層との間、または遮光層と成形体との間に不織布をさらに備えたものであ
ってもよい。
【発明の効果】
【０００９】
本発明の加飾成形品は、裏面の光源により照光可能な加飾成形品であって、ＯＤ値が１以
上３．５以下である表皮材と、任意のパターンを有する遮光層と、透明な成形体とが順に
積層され、光源が点灯したときの、表皮材の発光部と非発光部との色差ΔＥが５０以上で
あるように構成した。
【００１０】
したがって、本発明の加飾成形品は、光源が点灯したとき任意のパターンをはっきりと視
認できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）加飾成形品の一例を示す模式的な斜視図である。（ｂ）（ａ）のＡ－Ａ断
面図である。
【図２】表皮材の別の例を示す模式的な断面図である。
【図３】任意のパターンの一例を示す模式的な平面図である。
【図４】加飾成形品の別の例を示す模式的な断面図である。
【図５】加飾成形品の別の例を示す模式的な断面図である。
【図６】加飾成形品の製造方法の一例を示す模式的な断面図である。
【図７】実施例における色差の測定方法を示す模式的な側面図である。
【図８】従来の加飾成形品を示す模式的な断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の加飾成形品について、図面を参照しながら実施形態の一例を説明する。
【００１３】
　加飾成形品１は、裏面の光源２により照光可能な加飾成形品であって、ＯＤ値が１以上
３．５以下である表皮材１０と、任意のパターンを有する遮光層１２と、透明な成形体１
３とが順に積層され、光源２が点灯したときの、表皮材の発光部１０ａと非発光部１０ｂ
との色差ΔＥが５０以上である（図１参照）。
【００１４】
　表皮材１０は、表皮層１１を含むものである。表皮層１１の材料には、たとえば、ポリ
エチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポ
リ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、熱可塑性エラストマー樹脂
（オレフィン系、ウレタン系、スチレン系など）、人工皮革、合成皮革、植毛シート、フ
ァブリック、および、本杢材または石を原材料とする突板などを用いることができる。表
皮材１０は表皮層１１のみからなるものであってもよいし、他の層を有していてもよい。
他の層としては、たとえば、表皮材１０の裏面に形成された柔軟層１５（図２（ａ）参照
）、表皮材１０の表面に形成された印刷層１６、および表皮材１０の最表面に形成された
表面処理層１７（図２（ｂ）参照）などが挙げられる。柔軟層１５は、たとえば、不織布
または発泡樹脂などのクッション性を有する層である。印刷層１６は、たとえば、インキ
を用いて形成された任意の図柄などである。表面処理層１７は、たとえば有機粒子を含有
する樹脂層であり、表皮材１０に耐摩耗性や滑らかな触感などを付与することができる。
【００１５】
　表皮材１０は、ＯＤ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ；光学濃度）値が１以上３．５
以下である。表皮材１０が表皮層１１のみからなる場合は、表皮層１１のＯＤ値が１以上
３．５以下である。柔軟層１５、印刷層１６、および表面処理層１７の少なくとも１つが
形成されている場合には、これらの層も含めたＯＤ値が１以上３．５以下である。このよ
うな表皮材１０は、たとえば、上記の表皮層１１の材料に、必要に応じて顔料もしくは染
料を混合して製造することができる。または、上記の表皮層１１の材料に、顔料もしくは
染料を含むインキを必要に応じてコーティングして製造してもよい。また、インキ層を含
む転写層が形成された転写シートを用いて、表皮層１１に転写してもよい。
【００１６】
　表皮材のＯＤ値が１未満であると、加飾成形品１の裏面にある光源２が点灯していない
ときであっても、表皮材１０の隠蔽性が不十分であるため遮光層１２のパターンが見えて
しまう。表皮材のＯＤ値が３．５を超えると、光源２が点灯したときであっても、表皮材
１０の隠蔽性が強すぎるためパターンを視認しにくくなる。なお、ＯＤ値１以上３．５以
下は、透過率に換算すれば、およそ０．０３％以上１０％以下となる。
【００１７】
　遮光層１２は、任意のパターンを有している。任意のパターンとしては、たとえば、図
３（ａ）から（ｆ）に示すようなアイコンを用いることができる。なお、図３はアイコン
パターンの模式的な平面図である。遮光層１２は、たとえば、１）表皮材１０に任意のパ
ターンを直接印刷する、２）遮光層を任意のパターンで印刷したフィルムを表皮材１０に
ラミネートする、３）任意のパターンが形成された遮光性シールを表皮材１０に貼り合わ
せる、４）遮光性シートを表皮材の全面にラミネートし、光を透過させたい箇所の遮光性
シートをレーザ等で除去するといった方法で形成することができる。
【００１８】
　成形体１３は透明であり、材料としては、たとえば熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、繊維
強化樹脂、発泡樹脂、２液反応硬化樹脂などを用いることができる。ここで、透明とは半
透明および着色透明を含むものである。
【００１９】
　光源２は、たとえば温度放射光源（ハロゲンランプなど）、放電発光光源（メタルハラ
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イドランプなど）、電界発光光源（ＬＥＤ、無機ＥＬ、有機ＥＬなど）など公知のものを
用いることができる。光源は、面発光、線発光、点発光のいずれか、またはこれらの組み
合わせであってもよい。
【００２０】
　加飾成形品１は、裏面の光源２が点灯したとき、表皮材１０の発光部１０ａと非発光部
１０ｂとの色差ΔＥが５０以上である。色差ΔＥは、下記の式で算出できる。
【００２１】
【数１】

　　
ここで、Δａ＊、Δｂ＊、ΔＬ＊は、ＣＩＥ１９７６色空間における、発光部１０ａのａ
＊，ｂ＊，Ｌ＊値と、非発光部１０ｂ（つまり遮光層１２が形成されている部分）のａ＊

，ｂ＊，Ｌ＊値との差で求められる値である。
【００２２】
　たとえば、図３（ａ）では、光源が点灯したとき、円の内側に三角形があるパターンが
表皮材の表面に現れる。三角形の周囲の円は発光部１０ａであり、三角形の部分は非発光
部１０ｂである。さらに、円の外側の部分は非発光部１０ｂである。このようなパターン
の場合においては、中央の非発光部１０ｂ（三角形）とその周囲の発光部１０ａ（円）と
の色差ΔＥが５０以上である。また、発光部１０ａ（円）とその周囲の非発光部１０ｂと
の色差ΔＥも５０以上である。表皮材における発光部と非発光部との色差ΔＥを５０以上
にする方法としては、たとえば、次のような方法を用いることができる。
１）光源の光色は変えずに、表皮材の色を変える
２）表皮材の色は変えずに、光源の光色を変える
　上記１）は、たとえば光色が白であれば、表皮材の色をアイボリーなど黄色がかった白
色系や、白以外の色にするといったことである。上記２）は、さらに、たとえば次の２通
りが挙げられる。
　２－１）光源の光色そのものを変える
　２－２）加飾成形品に着色層を設けることで光色を変える
　上記２－２）の着色層の位置は、表皮材１０と成形体１３との間であって、発光部１０
ａに相当する位置であればよい。また、着色層としては、たとえばセロファン、紙、着色
透明の印刷層などを用いることができる。なお、成形体１３を着色透明樹脂で成形して着
色層としてもよい。
【００２３】
　本発明の加飾成形品１は、表皮材のＯＤ値が１以上３．５以下であるため、光源２が点
灯していないときは、表皮材の隠蔽性によって任意のパターンを確実に隠蔽することがで
きる。一方で、光源２が点灯したときは、表皮材のＯＤ値が１以上３．５以下であるため
、十分な量の光が表皮材１０の発光部１０ａを透過することができる。また、光源２が点
灯したときの表皮材における発光部１０ａと非発光部１０ｂとの色差ΔＥが５０以上であ
るため、表皮材の表面に任意のパターンをはっきりと視認することができる。
【００２４】
　加飾成形品１は、不織布１４をさらに備えていてもよい。不織布１４の位置は、表皮材
１０と遮光層１２との間（図４（ａ）参照）、または遮光層１２と成形体１３との間（図
４（ｂ）参照）である。遮光層は、たとえば、１）不織布に直接印刷する、２）遮光シー
ルを不織布に貼り合わせる、３）遮光性を有する顔料または染料を不織布に含侵させると
いった方法で形成することができる。２）の方法で用いる遮光シールは、接着層を片面の
みに有するものでもよいし、接着層を両面に有するものであってもよい。３）の方法で遮
光層を形成した場合は、たとえば図５に示すように、不織布１４の厚みと遮光層１２の厚
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【００２５】
上記の１）から３）のいずれかの方法で作製された遮光層付き不織布を用いると、加飾成
形品１の製造において、次のような利点がある。加飾成形品１を、たとえば射出成形によ
って得る場合に、あらかじめ遮光層が設けられた不織布を用いると、遮光層が設けられた
フィルムと比較して、容易にプレフォームできる。フィルムの場合は、プレフォームする
前にフィルムを加熱して軟化させる必要がある。しかし不織布であれば、加熱せずに金型
の型締め力（圧力）のみでプレフォームできる。このようにして得られたプレフォーム済
みの遮光層付き不織布１４を、表皮材１０と貼り合わせ（図６（ａ）（ｂ）参照）、貼合
品を一対の金型にインサートし（図６（ｃ）参照）、射出成形することで加飾成形品１を
得ることができる（図６（ｄ）～（ｆ））。
【００２６】
また、クッション性が非常に強い合皮などの表皮材を用いる場合は、表皮材の剛性が十分
でないため、表皮材をプレフォームしてもその形状を維持しにくい。しかし、表皮材に上
記の不織布を貼り合わせることで、表皮材の剛性不足を補い、プレフォーム形状を維持す
ることができる。したがって、表皮材を金型へ容易にインサートすることができる。
【実施例】
【００２７】
１．測定環境
　　　使用カメラ：ＴＯＰＣＯＮ　ＳＲ－５０００（株式会社トプコン製）
　　　　　　　　　（面測定が可能な分光放射計）
　　　光源：ＬＥＤ、輝度最大約５０００００ｃｄ／ｍ２

　　　加飾成形品表面とカメラまでの距離：３５０～４００ｍｍ
【００２８】
２．測定方法
図３（ａ）～（ｆ）に示す、すべてのパターンを有する加飾成形品１を用いた。蛍光灯下
において、加飾成形品１の裏面から光源２を点灯させ、カメラ４で加飾成形品表面の画像
を撮影した。その画像において、表皮材における発光部と非発光部を指定することで、発
光部と非発光部のそれぞれの色データ（Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊）を抽出した。色データに基づ
いて、表皮材における発光部と非発光部との色差ΔＥを算出した。なお、光源の輝度は３
０００００ｃｄ／ｍ２で一定とした。
【００２９】
　３．視認性評価
視認性は、３波長光源下の室内で光源２を点灯させ、カメラ４と同位置から加飾成形品１
のパターン（アイコン）を目視し、その見やすさを○、△、×として評価した。○は明瞭
にアイコンを視認できるレベル、△はアイコンが点灯していることを視認できるが、細部
や輪郭がぼやけて明確に視認できないレベル、×はアイコンが点灯していることを視認す
るのが難しい、もしくは至近距離でないと視認できないといったレベルとした。
結果を表１に示す。
【００３０】
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【表１】

なお、実施例５の本杢は、木目によってＯＤ値のばらつきが大きいため、データが入手で
きなかった。また、輝度とは、発光しているパターンの明るさを示す指標である。
【００３１】
　実施例１～５の加飾成形品は、表皮材のＯＤ値が１以上３．５以下であり、表皮材にお
ける発光部と非発光部との色差ΔＥが５０以上であったため、パターンの視認性が良好で
あった。比較例１の加飾成形品は表皮材のＯＤ値が２．３であり、色差が４０．６であっ
た。色差が上限値の５０付近であるため、実施例と比べてパターンの視認性はやや低下す
るに留まった。比較例２の加飾成形品は表皮材のＯＤ値が２．６であったが、色差が１８
．７と十分に出ておらず、パターンの視認性が悪かった。比較例３の加飾成形品は色差が
２４．２と十分に出ておらず、表皮材のＯＤ値が３．７であった。表皮材のＯＤ値が上限
の３．５付近であるため、実施例と比べてパターンの視認性はやや低下するに留まった。
比較例４の加飾成形品は、表皮材のＯＤ値が上限の３．５を超えており、色差も十分に出
ていないため、パターンの視認性が悪かった。
【符号の説明】
【００３２】
１　　：加飾成形品
１０　：表皮材
１０ａ：発光部
１０ｂ：非発光部
１１　：表皮層
１２　：遮光層
１３　：成形体
１４　：不織布
１５　：柔軟層
１６　：印刷層
１７　：表面処理層
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１８　：貼合品
２　　：光源
３　　：金型
４　　：カメラ
１００：加飾成形品
１１０：表皮材
１１１：発光部
１２０：遮光層
１３０：導光体
１４０：光源
１５０：接着層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】
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